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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無人航空機の機体に搭載される飛行制御装置であって、
　別体からなる主制御装置および副制御装置を備え、
　前記主制御装置は中央処理装置とパルス幅変調器とを有しており、
　前記中央処理装置と前記パルス幅変調器とは前記副制御装置を介して接続されており、
　前記副制御装置は、前記機体の通常飛行時は、前記中央処理装置の制御信号を前記パル
ス幅変調器へ転送し、前記主制御装置による前記機体の制御処理に割り込むときには、前
記中央処理装置からの制御信号を遮断して前記パルス幅変調器に直接制御信号を送出する
ことを特徴とする飛行制御装置。
【請求項２】
　前記副制御装置による不正な割り込みを遮断する回路である暴走検出手段をさらに備え
、
　前記副制御装置は、前記暴走検出手段に対して予め定められた処理を実行した後でなけ
れば、前記主制御装置による前記機体の制御処理へ割り込むことができないことを特徴と
する請求項１に記載の飛行制御装置。
【請求項３】
　前記暴走検出手段は順序回路を備え、
　前記副制御装置は、前記順序回路の出力を予め定められた順序かつ予め定められたタイ
ミングで切り替えることにより、前記主制御装置による前記機体の制御処理への割り込み
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が可能となることを特徴とする請求項２に記載の飛行制御装置。
【請求項４】
　前記主制御装置および前記副制御装置はそれぞれ、前記機体の空中における飛行位置を
取得する別個の現在位置取得手段を有しており、別個の電力供給源に接続されていること
を特徴とする請求項１に記載の飛行制御装置。
【請求項５】
　前記無人航空機の通常飛行時における前記機体の姿勢や飛行動作を制御する飛行制御手
段と、
　前記機体の空中における飛行位置を取得する現在位置取得手段と、
　前記機体の飛行が許容される空間である飛行エリアを区画する情報が登録される飛行エ
リア記憶手段と、
　前記飛行エリアから前記機体が逸脱することを防止する逸脱防止手段と、を備え、
　前記主制御装置は前記飛行制御手段を有しており、
　前記副制御装置は前記飛行エリア記憶手段と前記逸脱防止手段とを有しており、
　前記逸脱防止手段は、予め定められた条件に基づいて、前記機体を強制的に飛行不能に
することを特徴とする請求項１に記載の飛行制御装置。
【請求項６】
　前記逸脱防止手段は、前記機体を強制的に墜落させるときに、前記機体からパラシュー
トを射出させることを特徴とする請求項５に記載の飛行制御装置。
【請求項７】
　前記パラシュートは、前記機体を、そのホバリング時における姿勢から鉛直方向に略９
０度傾けて吊支することを特徴とする請求項６に記載の飛行制御装置。
【請求項８】
　前記逸脱防止手段は、前記機体を強制的に墜落させるときには、前記機体の揚力発生装
置を構成する信号線もしくは電力線を電気的もしくは機械的に切断し、または、該揚力発
生装置の少なくとも一部を前記機体から物理的に切り離すことを特徴とする請求項５に記
載の飛行制御装置。
【請求項９】
　請求項５に記載の飛行制御装置と、
　複数のＤＣモータおよびその各出力軸に取り付けられた回転翼により構成される複数の
ローターと、
を備えることを特徴とする無人航空機。
【請求項１０】
　前記逸脱防止手段は、前記機体を強制的に着陸させるときには、前記機体が地上から３
ｍ以下の所定の高度になったときに、前記複数のローターの回転を停止し、前記機体を落
下させることを特徴とする請求項９に記載の無人航空機。
【請求項１１】
　前記逸脱防止手段は、前記機体を強制的に墜落させるときには、前記機体の進行方向に
対して後方側に配置された前記ローターを先に切り離し、一定時間後に他の前記ローター
を切り離すことを特徴とする請求項９に記載の無人航空機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は飛行制御装置およびこれを備える無人航空機に関し、さらに詳しくは、予め定
められた飛行許容エリアから無人航空機が逸脱することを防止する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、産業用無人ヘリコプターに代表される小型の無人航空機（ＵＡＶ）は、機体が高
価で入手困難なうえ、安定して飛行させるためには操縦に熟練が必要とされるものであっ
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た。しかし近年、加速度センサや角速度センサなどの機体部品の高性能化および低価格化
が進み、また、機体の制御操作の多くが自動化されたことでその操作性も飛躍的に向上し
た。こうした背景から現在、特に小型のマルチコプターについては、趣味目的だけでなく
、広範な分野における種々のミッションへの応用が試行されている。
【０００３】
　また、所定の地理的領域に仮想的な境界線を設け、かかる領域に移動体などが出入りし
たことを検知して関係者にその旨を通知する技術が知られている。このような技術の実用
例としては、いわゆるジオフェンス（Geofence）などがある。マルチコプターについても
、手動による操縦時や自律飛行時において、侵入が禁止されている区域の中にマルチコプ
ターが入り込んでしまうことを防ぐため、上記のような仕組みを用いてマルチコプターの
飛行エリアを制限することがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許５５７３９４９号公報
【特許文献２】特開２０１５-０１４５００号公報
【特許文献３】特開２００６-０６４５５０号公報
【特許文献４】特開２００２-２７４４９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献の技術やジオフェンスの仕組みなどを応用することにより、理論上マルチ
コプターの飛行エリアを所望の範囲に制限することができる。しかし、それはあくまでマ
ルチコプターの飛行環境や各機構の動作が正常なときに機能するものであり、例えばマル
チコプターがその飛行位置を検知不能となった場合、マルチコプターがその推力以上の強
風に継続的にあおられた場合、プロペラの一部が故障した場合、または手動操縦時におい
て操縦者との通信が長時間にわたり途絶えた場合など、異常状態にあるマルチコプターが
飛行エリアの外へ飛去することを阻止し得るものではない。
【０００６】
　上記問題に鑑み、本発明が解決しようとする課題は、予め定められた飛行許容エリアか
ら無人航空機が逸脱することを防止し、さらに、無人航空機の飛行環境や各機構の動作に
異常がある場合でも、飛行許容エリアからの逸脱を強制的に阻止可能な飛行制御装置およ
びこれを備える無人航空機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の飛行制御装置は、無人航空機の通常飛行時における
機体の姿勢や飛行動作を制御する飛行制御手段と、前記機体の空中における飛行位置を取
得する現在位置取得手段と、前記機体の飛行が許容される空間である飛行エリアを区画す
る情報が登録される飛行エリア記憶手段と、前記飛行エリアから前記機体が逸脱すること
を防止する逸脱防止手段と、を備え、前記逸脱防止手段は、予め定められた条件に基づい
て、前記機体を強制的に飛行不能にすることを特徴とする。このとき、前記逸脱防止手段
は、予め定められた条件に基づいて、前記機体を強制的に着陸または墜落させることが好
ましい。さらに、前記逸脱防止手段は、前記現在位置取得手段が前記機体の飛行位置を取
得不能になったとき、または、前記現在位置取得手段により取得した前記機体の飛行位置
が、前記飛行エリアとその外部との境界近傍にあるとき、もしくは前記飛行エリア外にあ
るときに、前記機体を強制的に着陸または墜落させることが好ましい。
【０００８】
　無人飛行機が上記逸脱防止手段を備えることで、例えば、無人飛行機の機体部品の故障
や、強風などの環境的影響により、無人飛行機が飛行エリア外に飛去する徴候が検出され
た場合でも、機体が強制的に飛行不能状態にされるため、飛行エリアから離れた場所での
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事故を未然に防ぐことができる。これにより、異常事態発生時の最悪シナリオにおける被
害を、無人飛行機の喪失や破損という経済的損失の範疇に収めることができ、無人飛行機
による事故リスクをコントロール下におくことが可能となる。
【０００９】
　また、前記逸脱防止手段は、前記現在位置取得手段が前記機体の飛行位置を継続的に取
得不能である時間、前記飛行エリアの境界と前記機体との相対的な位置関係、または、そ
の位置関係における継続飛行時間に応じて、前記機体に対して、（１）前記機体の操縦者
への警告、（２）前記飛行エリアへの前記機体の引き戻し操作、（３）前記機体のホバリ
ングまたは旋回飛行、（４）前記機体の着陸操作、および（５）前記機体の墜落操作から
なる逸脱防止操作のうち、少なくとも（４）または（５）を含む逸脱防止操作を段階的に
実行可能であることが好ましい。
【００１０】
　逸脱防止手段が、無人航空機の飛行エリアからの逸脱度合に応じて、段階的に無人航空
機を飛行不能状態に移行させることにより、無人航空機の飛行ルートに異常が認められた
場合でも、軽微な異常の場合には飛行位置を自動的に補正して航行を継続させ、飛行位置
の修復が不可能な状況に陥った場合にのみ無人航空機を飛行不能状態にさせることが可能
となる。これにより、無人航空機の異常に対してより柔軟に対処することが可能となる。
【００１１】
　また、別体からなる主制御装置および副制御装置をさらに備え、前記主制御装置は前記
飛行制御手段を有しており、前記副制御装置は前記飛行エリア記憶手段と前記逸脱防止手
段とを有しており、前記副制御装置は、前記主制御装置による前記機体の制御処理に割り
込み可能である構成としてもよい。
【００１２】
　無人航空機の通常飛行時における飛行動作を制御する主制御装置とは別に、逸脱防止手
段の実行専用の副制御装置を備えることにより、例えば過負荷に起因する主制御装置の熱
暴走などにより主制御装置がハングアップした場合でも、通常飛行時における負荷の低い
副制御装置により機体を確実に飛行不能状態に移行させることが可能となる。
【００１３】
　また、前記主制御装置は中央処理装置とパルス幅変調器とを有しており、前記中央処理
装置と前記パルス幅変調器とは前記副制御装置を介して接続されており、前記副制御装置
は、前記機体の通常飛行時は、前記中央処理装置から前記パルス幅変調器への制御信号を
そのまま通過させ、前記主制御装置による前記機体の制御処理に割り込むときには、前記
中央処理装置からの制御信号を遮断して前記パルス幅変調器に直接制御信号を送出する構
成とすることが好ましい。
【００１４】
　パルス幅変調器を備える飛行制御装置では、市販のどのような飛行制御装置であっても
、中央処理装置とパルス幅変調器との間の通信方式は概ね一致している。そのため、上記
構成とすることにより、広く一般に流通している飛行制御装置を用いて、低コストかつ短
期間で本発明の逸脱防止手段を備えた飛行制御装置を製造することが可能となる。さらに
、例えば機体の墜落を招く操作指示など、通常では避けるべき操作指示は、市販の飛行制
御装置に予め用意されたアクセス手段からでは安全機構が作用して受理されないことがあ
る。そこで、飛行制御装置の中央処理装置を経由せず直接パルス幅変調器に逸脱防止手段
の制御信号を送出することにより、上で述べた機体の墜落操作などを含むあらゆる制御が
可能となる。
【００１５】
　また、前記副制御装置による不正な割り込みを遮断する回路である暴走検出手段をさら
に備え、前記副制御装置は、前記暴走検出手段に対して予め定められた処理を実行した後
でなければ、前記主制御装置による前記機体の制御処理へ割り込むことができないことが
好ましい。
【００１６】
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　特に、前記暴走検出手段は順序回路を備え、前記副制御装置は、前記順序回路を予め定
められた順序かつ予め定められたタイミングで操作することにより、前記主制御装置によ
る前記機体の制御処理への割り込みが可能となることが好ましい。
【００１７】
　副制御装置による逸脱防止手段の実行は、主制御装置の機体制御の無効化や機体の墜落
など、無人航空機の飛行動作に対して著しい影響を及ぼすものである。そのため、主制御
装置による機体の制御が副制御装置の暴走で不正に奪われてしまうことを未然に防ぐ必要
がある。飛行制御装置が暴走検出手段を備え、副制御装置が正しく動作できない場合には
主制御装置の制御処理への割り込みができない構成とすることにより、副制御装置の暴走
による意図しない逸脱防止手段の実行を防ぐことができる。
【００１８】
　また、前記主制御装置および前記副制御装置はそれぞれ、別個の前記現在位置取得手段
を有しており、別個の電力供給源に接続されていることが好ましい。
【００１９】
　主制御装置と副制御装置が共通の電力供給源を使用している場合、その電力供給源が停
止すると機体は墜落を免れない。また、主制御装置と副制御装置が現在位置取得手段を共
有している場合、現在位置取得手段に異常が生じていることを検知することは困難である
。主制御装置および副制御装置がそれぞれ別個の電力供給源および現在位置取得手段を備
えることにより、各構成部品の故障に対する逸脱防止手段の信頼性を向上させることがで
きる。
【００２０】
　また、前記逸脱防止手段は、前記機体を強制的に墜落させるときに、前記機体からパラ
シュートを射出させることが好ましい。
【００２１】
　無人航空機を墜落させる際にパラシュートを展開させることにより、機体や墜落地点の
構造物などの損傷を低減させることができる。
【００２２】
　また、前記パラシュートは、前記機体を、そのホバリング時における姿勢から鉛直方向
に略９０度傾けて吊支することが好ましい。
【００２３】
　例えば無人航空機が高価な機材をその下部に支持しているときに、無人航空機の機体を
墜落時におけるクッションとすることにより、その機材の損傷を低減することができる。
【００２４】
　また、前記逸脱防止手段は、前記機体を強制的に墜落させるときには、前記機体の揚力
発生装置を構成する信号線もしくは電力線を電気的もしくは機械的に切断し、または、該
揚力発生装置の少なくとも一部を前記機体から物理的に切り離す構成としてもよい。
【００２５】
　無人航空機の飛行ルートに異常が認められ、飛行位置の修復が不可能な状況に陥った場
合においては、機体の電子的な制御が必ずしも正しく機能するとは限らない。逸脱防止手
段により無人航空機機を墜落させるときには、機体の一部を物理的に破壊し、揚力の発生
を必然的に止める構成とすることにより、確実に機体を墜落させることが可能となる。
【００２６】
　上記課題を解決するため、本発明の無人航空機は、本発明の飛行制御装置と、複数のＤ
Ｃモータおよびその各出力軸に取り付けられた回転翼により構成される複数のローターと
、を備えることを特徴とする。
【００２７】
　本発明の飛行制御装置は、無人航空機であるマルチコプターへの適用に好適である。
【００２８】
　また、前記逸脱防止手段は、前記機体を強制的に着陸させるときには、前記機体が地上
から３ｍ以下の所定の高度になったときに、前記複数のローターの回転を停止し、前記機
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体を落下させることが好ましい。
【００２９】
　マルチコプターを着陸させる際には、その着陸時における降下速度は可能な限り落とす
べきである。一方、マルチコプターの回転翼は鋭利であり、例えば機体の着陸地点に構造
物などがある場合、回転翼がこれを著しく損傷させるおそれがある。また、着陸地点に歩
行者があるケースも想定し、その被害を最小限に抑える対策を講じておく必要がある。マ
ルチコプターを着陸させる際に、人間の身長程度の高度までは可能な限り降下速度を落と
し、その後回転翼を停止して機体を落下させることにより、これらの両立を図ることが可
能となる。
【００３０】
　また、前記逸脱防止手段は、前記機体を強制的に墜落させるときには、前記機体の進行
方向に対して後方側に配置された前記ローターを先に切り離し、一定時間後に他の前記ロ
ーターを切り離す構成としてもよい。
【００３１】
　マルチコプターの進行方向に対して後方にあたる回転翼を先に切り離すことにより、機
体に一時的にブレーキがかかった状態となり、飛行エリア外へのマルチコプターの逸脱距
離を縮めることができる。
【発明の効果】
【００３２】
　以上のように、本発明にかかる飛行制御装置およびこれを備える無人航空機によれば、
予め定められた飛行許容エリアから無人航空機が逸脱することを防止することができ、さ
らに、無人航空機の飛行環境や各機構の動作に異常がある場合でも、飛行許容エリアから
の無人航空機の逸脱を強制的に阻止することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】第１実施形態にかかるマルチコプターの概略構成を示すブロック図である。
【図２】副制御装置のＲＡＭ／ＲＯＭに登録された飛行エリアの一例を示す図である。
【図３】第１実施形態の逸脱防止手段による逸脱防止操作を示すフローチャートである。
【図４】第２実施形態にかかるマルチコプターの概略構成を示すブロック図である。
【図５】第２実施形態の逸脱防止手段による逸脱防止操作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明にかかる飛行制御装置およびこれを備える無人航空機の実施形態について
図面を用いて説明する。
【００３５】
＜第１実施形態＞
［構成概要］
　図１は本実施形態にかかるマルチコプター９０（無人航空機）の機能構成を示すブロッ
ク図である。マルチコプター９０は、その筐体Ｃ、筐体Ｃに配設されたフライトコントロ
ーラＦＣ（飛行制御装置）、複数のローターＲ、ローターＲごとに備えられたＥＳＣ９１
（Electric Speed Controller）（モータ制御器）、および電力供給源であるバッテリー
２９，３９により構成されている。各ローターＲは、ＤＣモータ９２、および、その出力
軸に取り付けられたブレード９３（回転翼）により構成されている。ＥＳＣ９１はロータ
ーＲのＤＣモータ９２に接続されており、フライトコントローラＦＣから指示された速度
でＤＣモータ９２を回転させる装置である。
【００３６】
　フライトコントローラＦＣは、通常飛行時におけるマルチコプター９０の姿勢やその飛
行動作を制御する主制御装置２０と、主制御装置２０とは別体の副制御装置３０とを備え
ている。主制御装置２０および副制御装置３０はいずれもマイクロコントローラであり、
それぞれ中央処理装置であるＣＰＵ２１，３１および記憶装置であるＲＡＭ／ＲＯＭ２２
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，３２を備えている。尚、本発明における「通常飛行時」とは、後述する逸脱防止プログ
ラム３２１による機体の逸脱防止操作が実行されていない状態を意味している。
【００３７】
　主制御装置２０および副制御装置３０は、それぞれ別個のバッテリー２９，３９、セン
サ群２５，３５、およびＧＰＳ受信器２６，３６を備えている。センサ群２５，３５には
それぞれ、加速度センサ、角速度センサ、気圧センサ（高度センサ）、地磁気センサ（方
位センサ）が含まれている。主制御装置２０および副制御装置３０は、これらセンサ群２
５，３５およびＧＰＳ受信器２６，３６（以下、「センサ等」ともいう。）（現在位置取
得手段）により、マルチコプター９０の飛行時における機体の緯度・経度、および高度か
らなる現在位置をそれぞれ独自に取得可能とされている。
【００３８】
　主制御装置２０および副制御装置３０が共通のバッテリーを使用している場合、そのバ
ッテリーが故障するとマルチコプター９０は墜落を免れない。また、主制御装置２０およ
び副制御装置３０がセンサ等を共有している場合、センサ等に異常が生じていることを検
知することは困難である。本実施形態におけるフライトコントローラＦＣは、主制御装置
２０および副制御装置３０がそれぞれ別個のバッテリー２９，３９、センサ群２５，３５
、およびＧＰＳ受信器２６，３６を備えていることにより、構成部品の故障に対する信頼
性が高められている。
【００３９】
　尚、本実施形態におけるマルチコプター９０は、その現在位置取得手段としてセンサ群
２５，３５およびＧＰＳ受信器２６，３６を用いているが、本発明の現在位置取得手段は
これらには限定されない。例えばBluetooth（登録商標） Low Energyの近接プロファイル
に対応したビーコンを大規模な施設内に所定間隔で配置し、これらビーコンとの相対的な
距離を計測することでその施設内におけるマルチコプター９０の現在位置を特定してもよ
い。また、本実施形態におけるマルチコプター９０は、その飛行高度を気圧センサにより
取得することを想定しているが、気圧センサ以外にも、例えば赤外線、超音波、またはレ
ーザーなど種々の方式を用いた測距センサを地表に向けることで高度を取得することも可
能である。さらには、このような測距センサで自機の周囲をスキャンすることで地理的特
徴を検出し（または、カメラにより撮影した自機周囲の映像から画像認識により地理的特
徴を検出し）、予め登録しておいた飛行ルートにおける地理的特徴の情報に照合して、自
機の大まかな現在位置を特定してもよい。
【００４０】
　主制御装置２０のＲＡＭ／ＲＯＭ２２には、マルチコプター９０の通常飛行時における
飛行制御手段である通常飛行プログラム２２１が記憶されている。通常飛行プログラム２
２１は、操縦者の指示に従い、センサ等から取得した現在位置を基に各ローターＲの回転
数を調節し、機体の姿勢や位置の乱れを補正しながらマルチコプター９０を飛行させる。
マルチコプター９０の操縦は、通信装置５０を介して操縦者が手動で行ってもよく、また
は、緯度・経度、飛行ルート、飛行高度、飛行速度などのパラメータを自律飛行指示２２
２として予め通常飛行プログラム２２１に登録しておき、自律的に目的地へ飛行させても
よい。
【００４１】
［機体制御割り込み構造］
　副制御装置３０のＲＡＭ／ＲＯＭ３２（飛行エリア記憶手段）には、マルチコプター９
０の飛行が許容される空間である飛行エリアＡを区画する情報である飛行エリア情報３２
２が登録されている。本実施形態において「飛行エリアＡを区画する情報」とは、具体的
には飛行エリアＡの緯度・経度の最小値および最大値と、高度の最小値および最大値であ
る。かかる情報には、後述する飛行エリアＡとその外部との境界近傍Ｂを区画する緯度・
経度の最小値および最大値と、高度の最小値および最大値も含まれている。尚、飛行エリ
アＡおよび境界近傍Ｂの形状は図２に示すような単純な立方形状には限定されない。緯度
・経度および高度に相当する数値で領域を特定可能な形状であればどのような形状であっ
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てもよい。また、ＲＡＭ／ＲＯＭ３２には、飛行エリアＡからマルチコプター９０が逸脱
することを防止するプログラムである逸脱防止プログラム３２１が記憶されている。
【００４２】
　マルチコプター９０が、その通常飛行時において機体を制御する主制御装置２０とは別
に、逸脱防止プログラム３２１の実行専用の副制御装置３０を備えていることにより、例
えば主制御装置２０の過負荷による熱暴走や通常飛行プログラム２２１の検出困難なバグ
によるハングアップなどにより、マルチコプター９０の飛行中に主制御装置２０の機能が
喪失した場合でも、通常飛行時における処理量の少ない副制御装置３０が逸脱防止プログ
ラム３２１の実行主体となることにより、逸脱防止プログラム３２１をより確実に実行す
ることが可能とされている。
【００４３】
　主制御装置２０はＰＷＭコントローラ２３（パルス幅変調器）を備えており、主制御装
置２０のＣＰＵ２１およびＰＷＭコントローラ２３は、副制御装置３０の割込回路４０を
経由して接続されている。本実施形態における割込回路４０はワンチップマイコンにより
構成されている。割込回路４０の入力ポートには、ＣＰＵ２１のＰＷＭ信号線またはＰＷ
Ｍ信号の生成に必要な情報を送信する信号線（以下、これらの信号線を総称して「制御線
」といい、ＰＷＭ信号およびその生成に必要な情報を総称して「制御信号」という。）と
、副制御装置３０のＣＰＵ３１の制御線とが接続されている。割込回路４０の出力ポート
にはＰＷＭコントローラ２３が接続されており、これにより主制御装置２０のＣＰＵ２１
は、割込回路４０を介してＰＷＭコントローラ２３に制御信号を送信することが可能とさ
れている。割込回路４０の実装形態は本実施形態におけるワンチップマイコンには限定さ
れず、入力された信号の伝送路を所定の条件に基づいて動的に切り替え可能な機構であれ
ばその実装形態は問わない。また、割込回路４０に入力される信号がＰＷＭ信号ではなく
その生成に必要な情報である場合、かかる情報からＰＷＭ信号を生成するＰＷＭ信号生成
ユニットを、割込回路４０とＰＷＭコントローラ２３との間に設けてもよい。
【００４４】
　割込回路４０は、マルチコプター９０の通常飛行時においては、ＣＰＵ２１からの制御
信号をＰＷＭコントローラ２３へ転送する。そして、割込回路４０は、逸脱防止プログラ
ム３２１により機体を制御する際には、ＣＰＵ２１からの制御信号を遮断して、逸脱防止
プログラム３２１（ＣＰＵ３１）からの制御信号をＰＷＭコントローラ２３へ送出する。
かかる伝送路の切り替えは割込回路４０が備えるプログラムにより行われる。本発明にお
ける「副制御装置による割り込み」とは、上記のように、副制御装置が主制御装置の制御
信号を遮断して、逸脱防止手段に基づく制御信号をＰＷＭコントローラへ送出することを
意味している。
【００４５】
　フライトコントローラのＣＰＵおよびＰＷＭコントローラ間の通信方式は、市販の多く
のフライトコントローラにおいて概ね一致している。そのため、このＣＰＵおよびＰＷＭ
コントローラ間の通信を別体の副制御装置に迂回させ、かかる通信を副制御装置側で操作
可能とすることにより、広く一般に流通しているフライトコントローラを利用して、低コ
ストかつ短期間で本発明の逸脱防止手段を備えたフライトコントローラを製造することが
可能とされている。
【００４６】
　さらに、一般的なフライトコントローラを用いる場合、例えば機体の墜落を招く操作指
示など、不正な操作または誤操作であるとフライトコントローラに判断される可能性のあ
る指示は、フライトコントローラに予め用意されたアクセス手段からでは安全機構が作用
して受理されないことがある。本実施形態では、主制御装置２０のＣＰＵ２１を経由せず
直接ＰＷＭコントローラ２３に逸脱防止プログラム３２１の制御信号を送出する仕組みを
実装していることにより、マルチコプター９０の墜落操作を含むあらゆる機体制御を、安
全機構に阻まれることなく実行することが可能とされている。
【００４７】
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［逸脱防止操作］
　図２は副制御装置３０のＲＡＭ／ＲＯＭ３２に登録された飛行エリアＡの一例を示す図
である。透過表示された立方形状の層のうち、実線で示された外側の層が飛行エリアＡで
ある。飛行エリアＡは１０進数表記における緯度および経度の範囲が［３５．ｎｎｎ０５
０，１３６．ｎｎｎ０５０］～［３５．ｎｎｎ５５０，１３６．ｎｎｎ５５０］、高度の
範囲が１０ｍ～２５ｍである。飛行エリアＡの内側に破線で示された層は、飛行エリアＡ
とその外部との境界近傍Ｂを示す層である。境界近傍Ｂの緯度および経度の範囲は［３５
．ｎｎｎ１００，１３６．ｎｎｎ１００］～［３５．ｎｎｎ５００，１３６．ｎｎｎ５０
０］、高度の範囲は１３ｍ～２２ｍである。尚、緯度および経度の値に用いられている「
ｎｎｎ」は任意の数値を表しており、緯度の最大値および最小値に含まれる「ｎｎｎ」、
経度の最大値および最小値に含まれる「ｎｎｎ」はそれぞれ同じ値である。
【００４８】
　図３は逸脱防止プログラム３２１による逸脱防止操作の実行条件を示すフローチャート
である。フライトコントローラＦＣは逸脱防止プログラム３２１を周期的に実行する。本
実施形態における副制御装置３０は、センサ群３５およびＧＰＳ受信器３６を用いてマル
チコプター９０の空中における飛行位置（以下、「現在位置」ともいう。）を取得する（
Ｓ１００）。
【００４９】
　Ｓ１００で取得した現在位置が境界近傍Ｂよりも内側にあるときは、何ら異常はないも
のとして処理を終了する（Ｓ１１０：Ｙ）。現在位置が境界近傍Ｂよりも外側にあるが（
Ｓ１１０：Ｎ）、飛行エリアＡの内側にあるとき（Ｓ１２０：Ｎ）は、逸脱防止プログラ
ム３２１は、通信装置５０からその旨を操縦者へ通知（（１）機体の操縦者への警告）（
Ｓ１３０）し、その回の処理を終了する。
【００５０】
　現在位置が飛行エリアＡよりも外側にあるが（Ｓ１２０：Ｙ）、飛行エリアＡから１０
ｍ未満の距離にあるとき（Ｓ２００：Ｎ）は、逸脱防止プログラム３２１は、マルチコプ
ター９０の引き戻し操作（（２）飛行エリアへの機体の引き戻し操作）（Ｓ２２０）を試
みる。尚、「引き戻し操作」とは、逸脱防止プログラム３２１が副制御装置３０のセンサ
群３５およびＧＰＳ受信器３６を用いて現在位置をモニタしながら、マルチコプター９０
を飛行エリアＡの境界近傍Ｂよりも内側に復帰させる操作である。このため、副制御装置
３０は、通常飛行プログラム２２１の機能のうち、マルチコプター９０の引き戻し操作に
必要となる自律飛行機能を少なくとも備えている必要がある。ここで、例えば通信装置５
０に操縦者からの操縦信号が継続的に送られてきているような場合には、副制御装置３０
は主制御装置２０の制御処理への割り込みを行わず、復帰動作を操縦者に委ねるという分
岐条件を設けてもよい。
【００５１】
　引き戻し操作によりマルチコプター９０が境界近傍Ｂの内側に復帰した場合（Ｓ２３０
：Ｙ）、逸脱防止プログラム３２１はその旨を操縦者へ通知（Ｓ１３０）してその回の処
理を終了する。
【００５２】
　マルチコプター９０が飛行エリアＡから１０ｍ以上離れたとき（Ｓ２００：Ｙ）、また
は引き戻し操作を行っても１５秒以上にわたってマルチコプター９０を境界近傍Ｂの内側
に引き戻すことができない場合（Ｓ２１０：Ｙ）、逸脱防止プログラム３２１はマルチコ
プター９０の着陸操作を試みる（（４）機体の着陸操作））（Ｓ３００）。着陸操作が成
功した場合（Ｓ３１０：Ｙ）、逸脱防止プログラム３２１はその旨を操縦者へ通知（Ｓ１
３０）して処理を終了する。
【００５３】
　本発明における「着陸操作」とはマルチコプター９０を地上まで徐々に降下させること
であるが、本実施形態における逸脱防止プログラム３２１は、マルチコプター９０が地上
から３ｍの高度になったときに機体を一度ホバリングさせて降下速度を落とし、その後ロ
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ーターＲの回転を停止させて機体を落下させる。マルチコプター９０を着陸させる際には
、その着陸時における降下速度は可能な限り減速すべきである。一方、マルチコプター９
０のブレード９３は鋭利であり、例えばマルチコプター９０の着陸地点に構造物などがあ
る場合、ブレード９３がこれを損傷させるおそれがある。また、着陸地点に歩行者がある
万が一のケースも想定し（通常は歩行者のいない飛行ルートを設定する）、その被害を最
小限に抑える対策を講じておく必要がある。本実施形態の逸脱防止プログラム３２１は、
マルチコプター９０を着陸させる際に、人間の身長の高さに至る前の高度（３ｍ）で、降
下速度を可能な限り減速し、その後ブレード９３を停止して機体を落下させることにより
、これらの両立を図っている。尚、例えば赤外線、超音波、またはレーザーなど種々の方
式を用いた測距センサにより鉛直下方の障害物をスキャンし、障害物や歩行者のない平坦
な場所であることが確認できている場合には、ローターＲを停止させることなく着陸させ
てもよい。
【００５４】
　着陸操作が成功しないとき（Ｓ３１０：Ｎ）は、逸脱防止プログラム３２１は墜落操作
（（５）機体の墜落操作）（Ｓ３２０）を行い、同時にその旨を操縦者へ通知（Ｓ１３０
）する。尚、「墜落操作」とは、全てのローターＲを停止させて機体を地上に落下させる
操作である。ここで、例えば図示しないパラシュート射出装置など、機体の落下速度を緩
和する機構をマルチコプター９０に備えておき、墜落操作の際にはそのパラシュートを展
開する構成とすることが望ましい。
【００５５】
　このように、逸脱防止プログラム３２１が、マルチコプター９０の操縦者への警告や、
マルチコプター９０の飛行エリアＡ内への引き戻し制御のみならず、その逸脱度合に応じ
て、機体を着陸させ、さらには墜落させることにより、機体が飛行エリアＡから離れてい
くことを強制的に阻止することが可能とされている。例えば、マルチコプター９０の機体
部品の故障や、強風などの環境的影響により、マルチコプター９０が飛行エリアＡ外に飛
去する徴候が検出された場合でも、上記着陸操作または墜落操作により機体が強制的に飛
行不能状態に移行されるため、飛行エリアＡから離れた場所での事故を未然に防ぐことが
できる。これにより、異常事態発生時の最悪シナリオにおける被害を、マルチコプター９
０の喪失や破損という経済的損失の範疇に収めることができ、マルチコプター９０による
事故リスクをコントロール下におくことが可能とされている。尚、図３に示されるような
各逸脱防止操作の実行条件は一例であり、各逸脱防止操作をどのような条件で実行させる
かは適宜好適な条件を定めることができる。
【００５６】
［暴走防止機構］
　上でも述べたように、副制御装置３０は、主制御装置２０によるマルチコプター９０の
制御処理に割り込んで逸脱防止プログラム３２１を実行する。
【００５７】
　割込回路４０は、副制御装置３０による不正な割り込みを遮断する回路である暴走検出
プログラム４１（暴走検出手段）をさらに備えている。副制御装置３０は、暴走検出プロ
グラム４１に対して予め定められた処理を実行した後でなければ、マルチコプター９０の
制御処理へ割り込むことができない。
【００５８】
　具体的には、暴走検出プログラム４１はフリップフロップ回路からなる順序回路４１１
を備えており、副制御装置３０は、順序回路４１１の出力を予め定められた順序かつ予め
定められたタイミングで切り替えることにより、マルチコプター９０の制御処理への割り
込みが可能となる。
【００５９】
　以下にその実装の一例を説明する。副制御装置３０のＣＰＵ３１と割込回路４０との間
には２本の制御線が設けられている。これら２本の制御線の信号は順序回路４１１にも入
力される。通常これらの制御線はともにＬステート（信号電圧が０Ｖの状態）に保たれて
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いる。副制御装置３０が割り込みを行なうときには、ＣＰＵ３１はまず一本目の制御線を
Ｈステート（信号電圧が電源電圧に等しい状態）にする。暴走検出プログラム４１はこれ
をトリガーとして内部タイマーを起動し、カウントを開始する。次にＣＰＵ３１は、一本
目の制御線をＨステートにしてから５０ｍｓｅｃ後に、二本目の制御線をＨステートにす
る。暴走検出プログラム４１は二本目の制御線がＨステートになったことを検出すると、
その時点における内部タイマーのカウントが４０ｍｓｅｃ以上６０ｍｓｅｃ以下であるこ
とを確認し、割り込みを許可する準備段階に移行するとともに、内部タイマーをリセット
してカウントをリスタートする。次にＣＰＵ３１は、二本目の制御線をＨステートにして
から１００ｍｓｅｃ後に、一本目の制御線をＬステートに戻す。暴走検出プログラム４１
は一本目の制御線がＬステートとなったことを検出すると、リスタートした内部タイマー
のカウントが９０ｍｓｅｃ以上１１０ｍｓｅｃ以下であることを確認する。ここまでの手
順でエラーが生じていないときは、暴走検出プログラム４１は副制御装置３０の動作に異
常はないものと判断し、副制御装置３０（逸脱防止プログラム３２１）による割り込みを
許可する。その後、逸脱防止プログラム３２１の制御信号は二本目の制御線を使って割込
回路４０に入力される。逸脱防止プログラム３２１が一連の逸脱防止操作を終えたときに
は、一本目の制御線が一度Ｈステートになりその後Ｌステートに戻る。割込回路４０はこ
の合図により逸脱防止操作の完了を検知し、副制御装置３０による割り込みを遮断すると
ともに、主制御装置２０からの制御信号の転送を再開する。
【００６０】
　このように二本の制御線の状態を、予め定められた順序かつ予め定められたタイミング
で切り替えることで初めて副制御装置３０の割り込みが可能となるため、副制御装置３０
が正常な状態にない場合には、副制御装置３０による割り込みは阻止される。なお、最初
の切り替えタイミングを５０ｍｓｅｃ、次の切り替えタイミングを１００ｍｓｅｃと、そ
の時間を変えていることにより、周期的なノイズによる影響を避けることができる。また
、タイマーを数十ｍｓｅｃの単位とすることにより、スパイクノイズ（瞬間的な強いパル
ス性のノイズ）による誤動作が防止されている。
【００６１】
　副制御装置３０による逸脱防止プログラム３２１の実行は、主制御装置２０の機体制御
の無効化や機体の墜落など、マルチコプター９０の飛行に対して著しい影響を及ぼすもの
である。そのため、主制御装置２０による機体の制御が副制御装置３０の暴走で不正に奪
われてしまうことを防ぐ必要がある。本実施形態におけるフライトコントローラＦＣは暴
走検出プログラム４１を備えていることにより、副制御装置３０の暴走による意図しない
逸脱防止プログラム３２１の実行を防止することが可能とされている。
【００６２】
　尚、本実施形態においては、すべての逸脱防止操作を副制御装置３０が主制御装置２０
の制御処理に割り込むことで実行しているが、逸脱防止操作の実行主体は必ずしも副制御
装置３０である必要はない。例えば、逸脱防止プログラム３２１の機能と飛行エリア情報
３２のデータを主制御装置２０と共有し、マルチコプター９０の着陸操作および墜落操作
以外の操作については、副制御装置３０による割り込みを行うことなく、副制御装置３０
からの指示を受けて主制御装置２０が実行する構成としてもよい。
【００６３】
＜第２実施形態＞
［構成概要］
　以下に、本発明にかかる飛行制御装置およびこれを備える無人航空機の第２実施形態に
ついて図面を用いて説明する。図４は第２実施形態にかかるマルチコプター９０ｂ（無人
航空機）の機能構成を示すブロック図である。図５はマルチコプター９０ｂの逸脱防止プ
ログラム３２１ｂ（逸脱防止手段）による逸脱防止操作の実行条件を示すフローチャート
である。なお、以下の説明では、先の実施形態と同一の機能を有する構成については、先
の実施形態と同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。また、先の実施形態と基本
的な機能が共通する構成については、先の実施形態の符号にサフィックスｂを付し、その
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基本的な機能についての説明を省略する。
【００６４】
　本実施形態のマルチコプター９０ｂは、第１実施形態のマルチコプター９０のハードウ
ェア構成から、副制御装置３０、ならびに、副制御装置３０に付随するセンサ群３５、Ｇ
ＰＳ受信器３６、およびバッテリー３９が省略されている。副制御装置３０が省略されて
いることから、ＣＰＵ２１からＰＷＭコントローラ２３へ送信する制御信号について割込
回路４０への迂回は行われておらず、制御信号はＣＰＵ２１からＰＷＭコントローラ２３
へ直接送信される。また、第１実施形態において副制御装置３０が備えていた逸脱防止プ
ログラム３２１および飛行エリア情報３２２は、主制御装置２０ｂのＲＯＭ／ＲＡＭ２２
ｂ（飛行エリア記憶手段）に登録されている。主制御装置２０ｂの逸脱防止プログラム３
２１ｂは通常飛行プログラム２２１よりも優先度が高く設定されており、マルチコプター
９０ｂにおいても、逸脱防止プログラム３２１ｂは通常飛行プログラム２２１に優先して
実行される。
【００６５】
　また、マルチコプター９０ｂは、パラシュートＰを展開し、ＥＳＣ９１への給電線（電
力線）Ｅをバッテリー２９から機械的に引き抜くアクチュエータ６１を備えている。アク
チュエータ６１は主制御装置２０ｂに接続されており、逸脱防止プログラム３２１ｂから
の墜落操作（（５）機体の墜落操作））指示により作動する。ここで、パラシュートＰは
、マルチコプター９０ｂの機体を、そのホバリング時における姿勢から鉛直方向に略９０
度傾けて吊支する。つまり、ローターＲを支持するアームから地面に着地するようにマル
チコプター９０ｂの機体を吊支する。これにより、例えばマルチコプター９０ｂが高価な
機材をその下部に支持しているときであっても、マルチコプター９０ｂの機体を墜落時に
おけるクッションとすることができ、その機材の損傷を低減することが可能とされている
。
【００６６】
［逸脱防止操作］
　以下に、逸脱防止プログラム３２１ｂによるマルチコプター９０ｂの逸脱防止操作の流
れについて説明する。フライトコントローラＦＣｂは逸脱防止プログラム３２１ｂを周期
的に実行する。本実施形態におけるマルチコプター９０ｂは、主制御装置２０ｂのセンサ
群２５およびＧＰＳ受信器２６を用いてマルチコプター９０ｂの空中における飛行位置（
以下、「現在位置」ともいう。）を取得する（Ｓ４００）。
【００６７】
　Ｓ４００における現在位置の取得が成功した場合（Ｓ４１０：Ｙ）は、その後は図３に
示すフローチャートのＳ１１０以降の処理を行う。例えば電波障害やＧＰＳ受信器２６の
故障などにより現在位置の取得が失敗した場合（Ｓ４１０：Ｎ）、逸脱防止プログラム３
２１ｂはマルチコプター９０ｂをその場でホバリングさせる（（３）機体のホバリングま
たは旋回飛行）（Ｓ５００）。
【００６８】
　Ｓ５００でホバリングを開始したマルチコプター９０ｂは、ホバリングを継続しながら
現在位置の取得を再試行し（Ｓ５２０）、３０秒以内（Ｓ５１０：Ｎ）に現在位置の取得
が成功した場合（Ｓ５３０）には、図３に示すフローチャートのＳ１１０以降の処理を行
う。ホバリングを開始してから３０秒を経過しても現在位置が取得できない場合（Ｓ５１
０：Ｙ）は、図３に示すフローチャートのＳ３００以降の処理を行う。
【００６９】
　逸脱防止プログラム３２１ｂは、現在位置の取得が３０秒以内に成功しなかった場合に
は、マルチコプター９０ｂの着陸操作を試みる（（４）機体の着陸操作））（Ｓ３００）
。着陸操作が成功したとき（Ｓ３１０：Ｙ）は、逸脱防止プログラム３２１ｂはその旨を
操縦者へ通知（Ｓ１３０）して処理を終了する。
【００７０】
　着陸操作が成功しないとき（Ｓ３１０：Ｎ）は、逸脱防止プログラム３２１ｂはアクチ
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ー２９から引き抜いて機体を墜落させ（（５）機体の墜落操作）（Ｓ３２０）、同時にそ
の旨を操縦者へ通知（Ｓ１３０）する。
【００７１】
　マルチコプター９０ｂの飛行ルートや現在位置取得機能に異常が認められ、その飛行位
置の修復が不可能な状況に陥った場合には、機体の電子的な制御が必ずしも正しく機能す
るとは限らない。本実施形態では、逸脱防止プログラム３２１ｂがアクチュエータ６１に
より機体の一部を物理的に破壊（給電線Ｅの脱抜）し、揚力の発生を必然的に止める構成
とされていることにより、機体をより確実に墜落させることが可能とされている。
【００７２】
　尚、本実施形態においては、アクチュエータ６１が主制御装置２０ｂ（逸脱防止プログ
ラム３２１ｂ）からの指示に基づいて機体の墜落操作を行う構成とされているが、マルチ
コプター９０ｂを墜落させる態様は本実施形態の手段には限定されない。例えば、アクチ
ュエータ６１がウォッチドッグタイマーを備え、主制御装置２０ｂからの定期的なウォッ
チドッグ操作が途絶えたときに自動的に給電線Ｅを引き抜くようにしたり、または、ＦＥ
Ｔなどのスイッチング素子を用いてＰＷＭコントローラ２３とＥＳＣ９１間の信号線を切
断状態にしたり、さらには、マルチコプター９０ｂの揚力発生装置の一部を物理的に切り
離すことにより墜落させてもよい。尚、本発明でいう「揚力発生装置」とは、無人航空機
の機体を空中に浮上させるための必須構成全体を指している。
【００７３】
　一例として、マルチコプター９０ｂからローターＲを物理的に切り離して墜落させる場
合、マルチコプター９０ｂの進行方向に対して後方側に配置されたローターＲを先に切り
離し、一定時間後に他のローターＲを切り離すことにより、機体に一時的にブレーキがか
かった状態となり、飛行エリアＡ外へのマルチコプター９０ｂの逸脱距離を縮めることが
できる。その他の例としては、マルチコプター９０ｂからバッテリー２９を物理的に切り
離して墜落させる場合、バッテリー２９とマルチコプター９０ｂの機体とをワイヤで繋い
でおき、バッテリー２９を切り離した際にバッテリー２９を機体に吊支する構成が考えら
れる。落下したバッテリー２９に地上の突起物などが貫通した場合、バッテリー２９の落
下地点において火災が生じるおそれがある。バッテリー２９を切り離しつつワイヤで機体
に吊支し、機体をパラシュートで降下させることによりこのような火災を未然に防止する
ことができる。
【００７４】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。例えば、本発
明の無人航空機は回転翼機のみでなく、固定翼の無人航空機にも適用することが可能であ
る。また、飛行位置の取得不能時における逸脱防止操作や、墜落操作時における揚力発生
装置の機械的な切断は第２実施形態でのみ行われているが、第１実施形態にこれらの処理
や構造を追加してもよい。同様に、第２実施形態のフライトコントローラＦＣｂは主制御
装置２０ｂのみの構成とされているが、第１実施形態のように副制御装置や割り込み回路
を備えていてもよい。
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